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所在地

島原市市民部市民窓口サービス課

政令第２１条第７項に該当する
ファイル

記録情報の経常的提供先 －

開示等請求を受理する組織の名
称及び所在地

名　称

有 無

備　　　考 －

〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

－

個人情報ファイルの種別

法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□
法第６０条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含む （「含む」場合はその旨）

含まない

記録項目

１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６世帯番号、７印
影、８印鑑登録番号、９印鑑管理番号、１０届出年月日、１１異動事由、
１２異動理由、１３登録年月日、１４本人確認、１５抹消年月日、１６抹
消理由、１７登録証回収日、１８停止年月日、１９停止理由、２０照会年
月日、２１回答期限、２２備考、２３旧氏、２４外国人氏名、２５外国人
通称

記録範囲 島原市に印鑑登録を有する、または有していた者

記録情報の収集方法 本人の申請

様式第1号（第2条関係）個人情報ファイル簿 管理番号 022 007

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録台帳の記録及び管理

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

市民部市民窓口サービス課、有明支所、三会出張所、しまばらん窓口と
るっと

個人情報ファイルの名称 印鑑登録台帳ファイル

行政機関の名称 島原市長


